
鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画（素案）に関するパブリックコメントに寄せられた意見

件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

1 37-3

ごみ処理

広域化の

目的

ごみ処理

広域化の

目的

第１章

１

  - 自治体連携の観点から3自治体のごみの分類、ごみ削減対

策の違いを強調するのではなく、お互いに相手の取り組みか

ら学び取っていくことこそ、自治体連携の目的と考えてはど

うだろう。神奈川県が策定する予定の広域化・集約化計画に

翻弄されることなく、基礎自治体として、より市民に近い立

場からゴミの自治を考えるのが計画の趣旨ではないのか？ゴ

ミという厄介なものを押し付けあうのではなく、お互いに知

恵を出し合って住民にとって最適な解を探していくのが住民

自治の原則です。戦後、国の環境政策ではごみ問題を解決で

きませんでした。都道府県レベルは中央政府の顔色を窺い、

ごみ処理問題を自治の問題として取り組んだとは言えませ

ん。21世紀になり、日本でも地方分権がやっと動き出しまし

たが、個々の基礎自治体では対応できない問題が山積してい

ます。自治体連携は制度的には「広域連合」、「一部事務組

合」、「事務委託」等がありますが、既存の制度的枠組みを

超えて新しい連携モデルを提示する位の発想で計画づくりに

取り組んでは如何でしょうか。決して簡単な事ではありませ

んが、ごみ問題はどの自治体も避けて通れない、住民にとっ

ても切実な問題です。だからこそ、住民の参加、住民に訴え

ていく訴求力のある政策課題たりえると思います。3自治体

の「ごみ処理広域化検討協議会」に大いに期待しています。

2 7-1 基本理念

ゼロ・

ウェイス

トの実現

第１章

３

①ゼロウエイストと簡単に言うが、その実現には多大の時

間、労力、調査研究、結果の見極めに用する莫大な経費が掛

るか。その為の実現に向けた計画と具体的施策に我々が納得

出来る丈の材料と本気度はあるのか、資料で明示乞う。

3 25-5
ごみ処理

の概要

ごみ処理

の流れ

第３章

１

⑤焼却残渣(灰)の処理も自然破壊等で限界が見えて来ている

と思われます。今後の処分方法・処分地についての検討はで

きているのでしょうか。

4 35-8
ごみ処理

の概要

ごみ処理

の流れ

第３章

１

・昨年11月から剪定材を処理しているそうですが、エネル

ギーを回収していますか。

5 41-10
資源化の

状況
資源化率

第３章

4

10　資源化の状況（本文27ページ）

図3.11 資源化率の推移によれば逗子市は平成26年度から資源

化率が急増している。どういう取り組みによってこのような

現象となったのであろうか。また、30ページにある一人当た

りの処理経費やごみ１ｔ当たり処理経費の逗子市の値は横ば

いとなっているが、資源化にはコストがかかっている筈であ

り不思議である。資源化と同時に何か経費縮減があったので

あろうか。いずれにせよ、この２市１町は資源化率が県内

トップレベルだが、一人当たり処理費用は２倍弱かかってい

る。これは是認されるのであろうか。予算がないからあれも

できないこれもできない公共施設は統合化するといっている

のに一方では資源化に膨大なコストを掛けている。リサイク

ルに反対しているわけではないが、程々であるべきだ。

6 22-4
ごみ処理

経費

ごみ処理

経費

第３章

６

　鎌倉市のごみ処理計画は新焼却施設の設置を断念したた

め、実現可能性やコスト負担を無視した焼却ごみ減量化へ突

き進んでいるように考えられます。

１　鎌倉市のリサイクル率が高いのはまともな焼却処理がで

きないため県外処理、委託処理によりコストの高いリサイク

ルを進めた結果であり、金で買ったリサイクル率と言えま

す。一人当たりのごみ処理費用が県内平均に比べて２倍近い

のもこの結果と考えます。

※　件数：意見の数（総数119件）

　　番号：意見を提出された人数

　　（人数50名、１名につき複数意見の場合は枝番で表す） 1
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

7 38-2
ごみ処理

経費

ごみ処理

経費

第３章

６

②    ２市１町の資源化率が、県平均を大きく上回っているこ

とを強調していますが、処理コストも県平均を大きく上回っ

ています。

つまり、資源化はコストが掛かることを市民は知っているの

か、と思います。

そこまでして美辞麗句の優等生でいる必要があるのか、疑問

に思います。

8 41-11

生ごみ処

理容器等

の助成状

況

生ごみ処

理容器等

の助成状

況

第３章

７

11　生ごみ処理容器等の助成状況（本文31ページ）

ここでいう「生ごみ処理容器等」は鎌倉市では「生ごみ処理

機」といわれているものと解釈する。

さて、本文にある「平成27年度からの有料化の実施により、

平成25年度から27年度にかけて急激に増加しました。」とい

う文章は論理的に全くおかしい。「平成27年度からの有料化

の実施」が過去に遡って作用することはない。正しくは、

「鎌倉市と逗子市は平成27年度から有料化を実施したとこ

ろ、平成28年度以降生ごみ処理容器等助成台数が激減し

た。」鎌倉市においては予算を使い切れなかった事実がこれ

を証明している。市民の声は、どうせ有料化なら面倒な生ご

み処理機はやめておこうということであった。

9 25-1 人口推計 人口推計
第４章

１

懸念事項

①「素案」作成にあたっては10年後を目途として減量想定を

されていますが、その要素となる人口減についての誤差幅は

想定されているのでしょうか。また、高齢化による分別不完

全による総量増も発生しないか。

10 41-12 人口推計 人口推計
第４章

１

12　図4.1 人口の推移（本文32ページ）

ここで初めて令和11年度までの将来の値が提示されている。

これは非常に重要なグラフである。すなわち人口は微減と見

られる。ざっといえば横ばいである。広域化を論ずるなら2

市１町の合計値がほしかった。なお、36ページの「（３）２

市１町」は「（４）２市１町」の誤記（項番誤り）である。

11 45-1 人口推計 人口推計
第４章

１

鎌倉市、逗子市、葉山町として、広域でのごみ処理、3Ｒの

推進は大賛成ですが、根底となる人口減少、分別による再資

源化については否定をせざるを得ません。

現に大船地区ではマンションの建設が軒並みあり、人口の減

少推移の数値はおかしく、反対に高齢化が進む中でより細か

い分別、再資源化は難しいと考えます。

高齢化対策をより具体的に、方策の中に組み込むべき。

12 44-1

資源物と

ごみの総

排出量の

推計

鎌倉市
第４章

２

◦(Ｐ33)R11年までのごみの減少について、事業系資源物の

減少率は少なすぎませんか？

自治体や県によっては、事業ごみを受け入れない所もあると

聞きました。

13 41-13 基本方針 基本方針
第５章

２

13　基本方針（本文38ページ）

２（１）点線内に「覚書の基本方針（４）に掲げた」とある

が「覚書」の該当部分を注記として引用するべき。

2



件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

14 41-14

家庭から

排出され

る燃やす

ごみの減

量・資源

化施策

紙類等
第６章

２

14　燃やすごみに混入した紙類の削減（本文40ページ）

28～29ページのごみ組成（湿物とは聞き慣れないが）では約

３割の紙類が混入しているとのこと。これは有料化により、

有料袋に何でも詰め込む傾向が出ている。駄目シールを貼ら

れないなら何でもいれてしまう。有料なのだから文句をいう

なということ。なお、紙類は分類が厄介である。紙、ミック

スペーパ、ボール紙、ダンボール等。資源化の事情で細かい

分類になっているのだろうが、色々な形状の紙を縛ったり、

テープで止めたりするのは厄介。ミックスペーパのように袋

に入れて出すようにすれば燃やすごみの中の紙類を減らせる

かもしれない。市民団体による啓発事業も可能な領域と考え

る。

15 2

家庭から

排出され

る燃やす

ごみの減

量・資源

化施策

生ごみ
第６章

２

野菜カッターによる処理

野菜や果物によるクズを有効利用しているが、それでも利用

できないのが出る。友人にすすめられて3500円位で購入。週

１~２回カッターの容器にたまったのをカットに分け、小さ

な庭にうめる。動物性のはカッターにかけず穴の中に入れ、

その上からカットした野菜を。土化が早い。こつとしては

カッターにかける時、水を入れる。においもなく、庭土が肥

え、楽しい。普通ゴミは３回に付１回ですむ。

16 22-1

家庭から

排出され

る燃やす

ごみの減

量・資源

化施策

生ごみ
第６章

２

生ごみの堆肥化を今泉台で行うとありますがこの方式に反対

です。

＜理由、？は質問です＞

１　分別収集がさらに複雑となり受け入れがたい。

・現状の分別収集でも不適物が収集されず放置されることが

あり、同様のことが生ごみでも起きるのか？

・生ごみを家庭内で可燃ごみと別のごみ容器に入れておくこ

とは負担であり実施したくない。

２　他市の例を聞いても堆肥化はコスト的メリットがなく、

ごみ処理コスト負担がさらに大きくなる。

17 24-1

家庭から

排出され

る燃やす

ごみの減

量・資源

化施策

生ごみ
第６章

２

生ごみ資源化施設について

生ごみは、生ごみ以外の袋に入れて捨てることが一般的なの

に、これをキチンと分別することは無理ではないのか

この方式でうまくいったといったという実績はあるのか。な

ければ冒険過ぎる

18 25-7

家庭から

排出され

る燃やす

ごみの減

量・資源

化施策

生ごみ
第６章

２

②細かくなりますが、住まいの形態別の生ごみ処理方法につ

いて鎌倉市主導での技術開発に経費を掛けるのも一法と思い

ます。個別収集は断念されましたが、今までよりの個別処理

協力推進を提案致します。

以上

19 32-5

家庭から

排出され

る燃やす

ごみの減

量・資源

化施策

生ごみ
第６章

２

6.「燃えるゴミから生ごみのみを分別収集」するのは高齢化

の中では単に丁寧な資料・説明⇒住民の理解・協力では済ま

ない、過去に失敗した個別収集の大規模化を遣るのか?

20 35-2

家庭から

排出され

る燃やす

ごみの減

量・資源

化施策

生ごみ
第６章

２

・ごみ減量は進めますが、限度があります。現在でも市民は

大変な努力をしています。これ以上負担を掛けるのは止めて

頂きたい。

・ごみに分別もこれ以上煩雑にすると、しない家庭と真面目

な家庭の差が大きくなり不公平です。

3



件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

21 37-2

家庭から

排出され

る燃やす

ごみの減

量・資源

化施策

生ごみ、

紙類等

第６章

２

   - ごみ削減政策の観点からゴミの量だけではなく、ごみの

質に切り込んでいく計画が求められている。ゴミ組成からゴ

ミの中味を知る取り組みは評価できるが、さらに踏み込んで

家庭内、事業所内でのゴミの取り扱いについて調査している

だろうか？出てきたゴミを如何に処理するかではなく、ごみ

の発生段階に踏み込んで、ごみの発生を抑える努力が計画に

入っているだろうか。収集ゴミ組成から見て、３つの自治体

で共通する1番のゴミは生ごみ（鎌倉48.8％、逗子43.3％、葉

山町54.3％）。そして2番目は紙類（鎌倉25.7％％、逗子

33.3％％、葉山町29.4％％）。紙類はリサイクルの対象とし

て回収の仕組みができているにも関わらず、なぜこれほど多

いのか？この２つのカテゴリーのごみ化を抑制できれば、収

集ごみの75％以上がコントロールできる。過去10年間の各自

治体のごみの総排出量の推移を見ると、前年度に比べて10％

前後のゴミ減少がある（鎌倉 平成２7，29年、逗子　平成28

年、葉山町　26年）。ごみの有料化や補助金、指導、セミ

ナー等の取り組みが効果を発揮したと考えられるが、それぞ

れの政策的誘導効果について検証が行われたのだろうか？今

後の政策立案には、過去の政策実施とその効果から学び、そ

こから次なる政策立案の糸口を導き出す、地道な取り組みが

必要ではないか。

22 35-3

事業者か

ら排出さ

れるごみ

の減量・

資源化施

策

手数料の

見直し

第６章

３

・事業系可燃ごみゼロにすることは、零細業者に負担になり

ます。結果、市民にしわ寄せして良いのでしょうか。

23 41-15

事業者か

ら排出さ

れるごみ

の減量・

資源化施

策

手数料の

見直し

第６章

３

15　事業系ごみ（本文41ページ以降44ページまで）

事業系ごみはとうとう処理対象からはずされ民間処理業者を

紹介する事になってしまった。民間業者があるのだから行政

が面倒を見ないという考えもあろう。それなら早々と処理料

金を値上げしてはどうか。そうすれば事業者は自然に料金の

安い方に流れてゆく。広域化とは無関係にできる筈である。

（ただし年度毎に段階的に計画的に上げてゆくこと。急に上

げられると事業者が困る。）

24 25-4

取り組む

べきその

他の施策

Refuse
第６章

４

④3Rの前段階Refuseについての周知・啓発を行うとありま

すが、今日の消費経済の中で、どの位の効果が期待できるの

でしょうか。

25 35-7

取り組む

べきその

他の施策

新たな資

源化の検

討

第６章

４

・紙おむつの資源化は諸般の現状を考えて無理でしょう。た

とえ出来ても問題が多いと思います。

4



件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

26 36-3

可燃ごみ

量の将来

予測

減量・資

源化実施

後の可燃

ごみ量

第6章

５

（３）鎌倉市は、事業系ごみについて、令和４年から稼働す

る埼玉県寄居町の乾式バイオ施設（メタン発酵施設）で処理

するとしている。これは民間施設であり、令和３年から試運

転する予定である。実施計画（素案）をみると、「可燃ごみ

から減量・資源化量を差し引いた可燃ごみの量の推計」は、

令和４年度が１３，４７４トンであるものが、令和７年度に

は３，９７７トンに激減している。これは、２市１町の広域

のごみの量であり、鎌倉市の事業系ごみがほぼゼロになると

いう予測から記載された数字を見てとれる。事業系ごみをす

べて寄居町の民間施設に搬入する計画が、大前提である。し

かしながら、これには課題が多い。コストの問題が未解決で

ある。鎌倉市から寄居町までは、１００キロ以上離れてい

る。ごみの運搬コストが無視できない。現在事業系ごみを市

の施設で受け入れる際の単価は、キロあたり２５円だが、こ

れを値上げしなければ当然運搬費用は消化できない。処理費

の値上げは、審議会の議を経なければならないが、はたして

スムーズにいくかは未定である。事業者の反発も予想され

る。この問題が未解決のまま策定された実施計画（素案）

は、到底容認できるものではない。

27 37-1

可燃ごみ

量の将来

予測

減量・資

源化実施

後の可燃

ごみ量

第6章

５

計画の概要版と実施計画（素案）拝見しました。関係者の

方々のご努力に敬意を払いたいと思います。厄介な問題に取

り組む皆さんの努力と誠意ある仕事に、一市民として感謝い

たします。以下に、私なりの視点からコメントさせていただ

きます。

   - 計画行政の観点から焼却ゴミの削減推計として2020年家

庭系ごみ30,464tが、2029年16,736tと半減。事業系ゴミは

14,321tから3,197tと4分の1以下に減少とされている。この削

減は、可燃ごみの中からの減量・資源化が進むというロジッ

クで説明がなされているが、ここまでの削減効果を期待する

に足る革新的技術のフィージビリティ―が不十分ではない

か。環境関連の技術革新は急激に進んでいるが、近未来の技

術革新に過度に依存するのは行政リスクを高めてしまう結果

とならないか。計画行政の観点からは、環境技術の革新、市

民の意識改革、ごみ処理行政の業務改革、家庭内・事業所内

でのごみ削減の工夫といった総合的アプローチからそれぞれ

の取り組みの削減期待効果を積み上げて推計を出すべきでは

ないか。ごみ処理に関わる全ての利害関係者を巻き込んで、

それぞれの立場で果たすべき役割を担い、結果責任を行政と

市民が共有するような、説得力のある、また納得感のある施

策が必要ではないか。

28 6

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

今泉台クリーンセンターの焼却炉には、次の様な被害を受け

ました。

①夜間に外の空気を入れる為、窓を開けると、とても臭い匂

いがして、開けられませんでした。

②窓ガラス一面に小さい紙クズがべったりくっつきます。

今回、又、鎌倉市は今泉地区の住民を苦しめようとするので

すか。今泉地区でのゴミ処理施設は、どんな施設であろうと

二度と絶対に許しません。

29 7-3

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

③今泉C.C.は過去焼却施設として、住民に被害をもたらし

た。今、又、更により難しいゴミ焼却施設で住民を苦しめよ

うと鎌倉市はしているのか。掲題の広域化ゴミ処理計画（素

案）には、絶対に反対する。全て破棄されたし。鎌倉市関係

者の独断専行はゆるされない。民主主義、住民ファーストを

忘れないよう、特に要望します。
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

30 9

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

・５０年以上、今泉クリーンセンターでのゴミ焼却による

煙、匂い、交通混雑に地元住民が悩まされてきた。

・数年前、やっと焼却処理が終了した矢先、唐突にゴミ資源

化の名で新たなゴミ処理施設を新設するということは、住民

として到底受入れることはできない。

・ゴミ資源化施設の概要、周辺環境問題への対処法等につい

て、一切触れられておらず、素案の是非を判断すらできな

い。

・山崎地区がダメなら、今泉地区というのでは、到底住民の

理解を得ることは出来ないと考える。

31 16-1

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

＊令和２年１月３０日　今泉台町内会館における説明会を受

けて。

本日配布頂いた資料は市側に都合の良いことばかり（今泉ク

リーンセンターを稼働させることを前提とした良いことばか

りの資料で不都合なことの記載は一切ない）これでは説明資

料にならない。

平成２７年３月・鎌倉市ごみ焼却施設基本計画の策定につい

て（答申）で５つの基本方針の趣旨に沿って施設整備を進め

る必要があり、候補地の住民に対する丁寧な説明はもとよ

り、住民との信頼関係が重要としている。この候補地選定の

中で４候補地のうち、山崎下水道処理未利用地が適当との答

申がでて決定していたが地域住民の反対にあい、撤回、今泉

クリーンセンターの活用を打ち出したとともに、平成２８年

２市１町の長で覚書を交わし、鎌倉市の中継処理施設拡大を

約した契約をしている。これは大変遺憾であり、住民の了解

を得づ進めたことは（答申）に反している。

＊今泉クリーンセンターの稼働は平成２７年で終了と理解し

ており今後の稼働については反対である。

32 24-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

今泉クリーンセンターへの通路は砂押川沿いであるが、対面

交通も難しいところにあり、また、代替路もない。そこに大

住宅地があり、隘路になっている。焼却炉のときも無理が

あったが、なにか事故や山崩れなどあれば、交通がストップ

する。周辺住宅地への環境への影響が少なければ、もっと交

通の便が良いところにするべき

33 26

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

クリーンセンターへの砂押橋からの一本道の狭さととぎれと

ぎれにしか歩道の無いのが危険です。

幼児を乗せた自転車や、老人のヨロヨロ自転車も走ってま

す。

今泉さわやかセンターへ通う老人達もいます。

江ノ電バスの運転手さんも湖畔循環のバス路線に配属される

と緊張すると聴いた事があります。

親戚の若者達も道路が狭くて曲がりくねっていて運転したく

ない道だとこぼします。

現状道路のまゝゴミ運搬車が増えては交通事故が心配です。

34 27

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

今泉クリーンセンターに通じる道路は今泉小学校・岩瀬中学

校に通じる通学路でもあります。ここに逗子市、葉山市の大

型ゴミ運搬車が来るとしたら、関係道路の幅、自転車専用道

路の設置、速度規制等根本から設計し直す事が必要ではない

でしょうか。
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

35 28

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

1.今泉に焼却場があったので、それをなくしたが、その跡に

生ごみの処理場を新たにつくるとのことですが、既成概念の

塊のような発想で、一から最適な立地に新たな発想で開発す

るべき。

2.住民に生ごみ運搬の被害が無く、又住民に迷惑、被害が及

ばない大きな敷地に、新たに必要であれば一からつくるべき

ではないか?

鎌倉の隅であれば、又今まで焼却場があったのでいいだろう

との発想はあまりにも知恵がないし、他の地域の反対があっ

たので今泉にもってくるとは、地域住民の意見を無視してい

る、鎌倉市の横暴であると言わざるをいない。なぜこの案を

市長が音頭をとっているのか説得力がなさすぎると思いま

す。

36 30-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

②今泉クリーンセンター跡地を候補地としたことについて

地元3町内住民への説明・同意も得ていない段階で何故「今

泉」に決定したのか。永年焼却炉が設置され十分貢献してき

た。当該地域は土砂災害警戒区域であり、搬入道路には急傾

斜地崩壊危険地域にも指定されている。道路は曲がりくねっ

た細い道でありバス、大型トラックはセンターラインを跨が

なければ往来できない、ドン詰まりの生活道路である。

ごみ処理広域化計画として当初対象地域として挙がっていた

横須賀市・三浦市ではH26年度から始まり既にこの3月から

大規模な焼却施設(横須賀市長坂)が本格稼働する。鎌倉市の

対応・企画・実行は行き当たりばったりで、圏外、民間への

丸投げ姿勢が透けて見える。長期の確たるビジョンを以て対

応頂きたい。

37 31-1

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

降ってわいたような突然の素案、賛成できません。長年のご

み焼却施設からやっと解放されました。70年代引っ越しして

きた当初は車庫の車も、風向きによってはボンネットがスス

で汚れこれが家のなかにまで入っているのかと身震いしたも

のでした。焼却施設があることを承知で入居したわけですか

ら、じっと我慢してきましたが、なぜまた犠牲にならなけれ

ばいけないのの思いでいっぱいです。

山崎で反対されたから今泉への発想はあまりにも安易すぎま

す。ごみ処理の問題が二転三転しそのつけを負わされること

は゜許容できません。今でも生ごみ回収車が通るとにおいが

します。焼却場への道路は今泉台への唯一の幹線道路です。

我々住民も勿論、通学児童や老人施設へ通う人たちの傍を、

回収車がにおいを撒きながら、すれ違いもきつい道をばんば

ん通ることになるのです。やさしさがありません。

生ごみ処理方法はまだ多くの問題があると聞いています。に

おいは通常下から上へ上昇します。7丁目人にとっては処理

場の真上になります。かつての煤煙のように常時悪臭が漂う

危険性が多分にあります。

38 32-3

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

4.住宅街の狭い今泉道路を全市域から大量の車両が行き交え

ば事故は目に見えているが人命の軽視!

39 33

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

山崎地区に作ることを、推進すべき。

広い空地あり、交通も今泉地区より、マイナス面が少ない。
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

40 34

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

今泉クリーンセンターに生ごみ資源化施設を設置する事に反

対します。クリーンセンターまでの道路が狭く、今でもバス

は中心線をはみ出てて走っておりごみを運ぶ大型ダンプカー

の往き来に不安を覚えます。又クリーンセンターの敷地は狭

く、生ごみを処理するまでの保管施設を(臭い対策も含めて)

作る場所はないと思います。

一度山崎の広い敷地に決定されたのを松尾市長の選挙公約の

ため今泉に変更されたのは、市長が市を私物化しているとし

か考えられません。市役所を深沢地区に持って来るより先

に、ごみ処理場を住宅地からはなれた場所に作るのを考える

べきです。参考までに、山崎では汚泥を燃やしています。そ

れを生ごみと一緒にバイオ処理することが前の案であったは

ずです。

41 35-4

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

・減容化施設を今泉に作るのは、臭気、ネズミ、害虫などの

対策が出来ません。労働環境としてもとてもよくありませ

ん、止めるべきです。

42 36-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

（２）鎌倉市は、令和２年度から６年度までの第１期計画と

して、生ごみ資源化施設を今泉クリーンセンターに造るとし

ている。最初は５トン未満の施設を先行して整備し、令和６

年度ならびに７年度からの第２期においては、全市の生ごみ

を処理する施設に拡大する計画と素案には記載している。し

かしながら、こちらも、今泉クリーンセンター周辺の自治

会・町内会の了解は、まだ得られていないのが現状である。

合意形成がないまま策定された実施計画（素案）は、やはり

実施があやうい内容と考えざるを得ない。

43 48

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

生ゴミの処理施設を今泉クリーンセンターに作ることに対

し、反対です。そもそも、今後のゴミ問題についてどの様に

進めることが望ましいか、住民である私たちの考えを集める

べきではありませんか。道路状況も良くないし、土砂災害警

戒区域にもなっている所に作るのは、反対です。

44 50

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

前も住民の総意もなく決められ今回もまた突然決められたよ

うな説明会納得出来ません。

住民は４０年間の長きにわたり煙や臭い交通渋滞に苦しめら

れました。断固反対です。

8



件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

45 14

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

生ゴミ処理施設設置についての説明書が町内の住民に回覧さ

れました。クリーンセンター近隣に住むものとして意見を述

べさせて下さい。

数年前　　　　　　　から今泉クリーンセンターの所在地は

○　　が所有する土地で　　　　が鎌倉市に期限付きで貸与

している。近々その返済期限がくるが貸与の延長は考えてい

ない。返済については目下鎌倉市と話し合っているとの話を

聞いた事がありました。

その後　　は他界されましたので　この件についてその後の

事は分かりません。そして今回　改めてゴミ処理場に関する

案件を知りました。

この地区に住まいして約40年、当初に比べると環境もだんだ

ん変わってきました。以前の岩瀬今泉地区には畑や空き地が

広がり長閑な田園風景に心が癒されたものです。今は宅地開

発がすすみその景は失われてしまいました。

今泉クリーンセンターへ通じる道の先にはゴルフ場、称名寺

があり、清掃運搬車、自家用車、バスやタクシーがひっきり

なしに往来し狭い道路はいつも渋滞しています。

この現状をご存じですか。住宅が密集し始めているこの地区

に何故生ゴミ処理場建設の話が持ち上がっているのか合点が

いかないのです。

今泉クリーンセンターの傍にNPOが借りている数坪程度の畑

があります。秋の収穫祭として子供たちを招いてのイベント

を企画したそうですがあまりの交通量の激しさに危険を感じ

実現出来なかったと聞きました。

過去には、この地域が開発され宅地造成が始まった時　ト

ラックやダンプカーの往来が激しくなる中で娘さんが交通事

故にあい、足を切断したというご両親の話をお聞きしたこと

がありました。

再びこのような惨事が起きるのではないかととても心配して

います。

立地条件にふさわしくないこの土地に生ゴミ処理場の建設に

は賛成できません。危険の伴わない安全な場所に構築されな

すよう　ご一考をお願いいたします。
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

46 16-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

ごみ処理問題（今泉クリーンセンター）

今泉クリーンセンターは平成27年３月で当初役割を終了して

いると認識している。平成28年３月の「鎌倉市ごみ焼却施設

基本計画」の中で４候補地の中で「山崎下水道終末処理未活

用地」が最適と結論付けているのに、平成29年３月市は方針

転換し、鎌倉市全域のごみ処理を「今泉クリーンセンター」

で行うと発表しているが、これは市が公約している地域住民

との合意が必要との考えに反し、一方的に決定されており大

変遺憾であり納得できない。

何故このような決定になったのか回答願いたい。これが地域

住民の反対により覆ったのであれば、本件も反対であるので

撤回して欲しい。

今泉台は40年もの長きにわたり、空気中放射線・汚い空気・

匂い・ほこりに悩まされてきた、これ以上まだ今泉台に負担

を負わせるのか。

空間放射線測定値（稼働中と稼働停止後の比較）マイクロ

シーベルト

平成27年３月（稼働中）

東側　0.027　西側　0.037　南側　0.043　北側　0.049

令和１年12月（稼働終了後）

東側　0.029　西側　0.042　南側　0.029　北側　0.035

以上の数値をみても稼働中と稼働終了後もマイクロシーベル

トの値は横這いであり、衛生上・環境上問題が残ってい

る・・・現状でもゴキブリ・かめむしが大量発生している状

態である。

今泉台・今泉・岩瀬町内会は本案件については「反対」であ

ると思うので、次回以降の説明会には、「今泉クリーンセン

ター」の稼働はしないものとして素案を持参願いたい。
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

47 5-1

ごみ処理

施設整備

の考え方

今泉ク

リーンセ

ンター

第７章

１

鎌倉市の（素案）について、２０２０年１月３０日に市環境

部・高橋次長、同環境施設課・谷川課長殿他（全６名）ご来

臨のもと、当町内会館において説明会をしていただきまし

た。会場には当町内の住民約１００名が集まり、その関心の

高さに説明会をアレンジした我々役員も驚かされました。会

議は先ず町内会・　　　会長からこれまでの概略の経緯説明

と町内会としての考えを約１０分述べ、続いて市環境部側の

方針説明が谷川課長から約３０分、続いて長野県東御市の生

ごみ処理場のビデオ紹介が１５分で、前半1時間が終わりま

した。

平日午後の開催だったことで参加者の大半は今泉台在住歴が

２０～３０年超の高齢者の方々で、今泉クリーンセンターで

ごみ焼却炉が稼働していた当時をよく記憶されておられま

す。

質疑応答に入り、こうした方々から（素案）に対する多くの

心配する意見、反対意見が次々に出されました。会議は予定

の２時間を過ぎ、進行役がそれらを遮って予定の２時間を１

５分以上超過して会議を終えました。現在会議の音声記録を

基に会議録をまとめており、別途提出する予定です。今泉台

町内会としての意見は、当日市環境部にもお配りした別紙に

まとめてありますので添付します。

1.鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画（素案）

（以下、広域化実施計画と称す）は今泉クリーンセンター

（以下、今泉CCと称す）跡地に、生ごみ資源化施設を設置す

る事を前提に計画されている。

2.鎌倉市今泉クリーンセンター連絡協議会（市環境部職員と

今泉台・今泉・岩瀬各町内会役員で構成）に於いて、３町内

会は一貫して今泉CCに生ごみ資源化施設を設置する事は、次

の事由により受け入れられない旨、表明してきた。

（１）一般住民は、全焼却場の煙突が撤去され、今泉CC跡地

に、再度、ごみ施設が設置されるとは全く思っていない。

また、平成２８年５月２６日付にて市長と３町内会長により

締結された【今泉クリーンセンターの管理運営に関する協定

書】（有効期間：平成３７年３月３１日）に於いて、今泉CC

跡地は中継施投以外の使途を定めようとするときは、”３町

内会に対し、その目的、施設概要、環境負荷、使用期限等に

ついて、誠実に説明し、３町内会の同意を得るものとする”

と明記されている。

（２）３町内会の同意がないまま、生ごみ資源化施設を今泉

CCに設置する事を既成事実化する市の姿勢に対して猛省を促

す。

（３）ごみ関連の施設を今泉CCに設置する事は、道路事情等

からして、致命的に不適切である。

（４）生ごみ資源化施設の臭気対策技術が確立されていな

い。

（５）燃やすごみを減らす為に生ごみ資源化施設を設置する

との計画であるが、その分を燃やすごみとして、民間業者等

へ外注する事も検討されるべきである。等々。
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

48 8

ごみ処理

施設整備

の考え方

計画
第７章

１

⑴ゴミ処理は将来に渡り重要課題で、市内外の何処かに処理

施設場が必要なことは認識します。

⑵スケジュールありきではなく、建設候補地の住民意見のコ

ンセンサス作りが重要。手順前後がなきよう腰を据えて取り

組むことを希望します。

⑶大きな論点は住民の安全安心に資する２点と考えます。

　①ゴミ処理テクノロジーは完全に確立されたもので、近在

住民生活に影響がないこと。

　②建設時及び運用時、道路事情において住民生活の妨げに

ならないこと。

⑷この２点を住民説明会で明示的に示すこと。

⑸現時点で⑶、⑷項をギャランティ出来ない場合は、明示で

きる時期を提示すること。これを実施できない場合は、処理

設備建設構想の実現は難しいと考えます。　以上

49 17

ごみ処理

施設整備

の考え方

施設整備
第７章

１

鎌倉市は、狭隘道路が多く、回収運搬コストがかかり、また

温暖化による災害時に備えて、鎌倉市独自の焼却施設を建設

すべきである。

候補地としては、洪水浸水地区に指定されている深沢地区の

JR東日本㈱深沢工場跡地（工業専用地域）が適地である。

JR東日本㈱深沢工場跡地の取得方法は、鎌倉市所有地の未活

用用地（野村総研跡地等）を売却し、取得代金に充てる。不

足が発生した場合は、土地開発公社が取得する。

50 13-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

焼却施設
第７章

１

3：大災害発生などを考慮した場合、焼却施設を作っておく

ことが望ましい。今泉台クリーンセンターへの車両増加に対

しては砂押橋より上流すべてに覆いを設置し道路幅を広げる

対策をする。焼却設備は完成した技術で、東京都区内では誘

致合戦となっているほど。

51 23-1

ごみ処理

施設整備

の考え方

焼却施設
第７章

１

１．本計画は鎌倉市内での焼却が困難になったことから老朽

化した逗子の焼却炉で鎌倉市のごみも焼却していただこうと

するものですが、逗子の焼却炉も老朽化しているうえ、災害

時のごみ処理にも困難が予想されることから、計画の見直し

を求めます。

52 29-1

ごみ処理

施設整備

の考え方

焼却施設
第７章

１

本計画には反対いたします。理由は次の通りです。

1.環境アセスメントの手法も確立され実績も多い焼却方式を

住民の反対を理由に簡単に断念したのは行政の責任放棄とい

える。住民のせいにして未知の新方式に夢を託し壮大な実験

に多額の税金をつぎ込むのはいかがなものか?最終的に民間

委託が本命と考えているのではないか?

提案;東京都渋谷区ごみ焼却場に見るような高機能近代的なご

み焼却場を新市庁舎に隣接して建設することを提案いたしま

す。

53 32-6

ごみ処理

施設整備

の考え方

焼却施設
第７章

１

7.代案は市推奨の立地良い新市庁舎?野村総研跡地で技術確立

された焼却設備の採用を再考願いたい。

54 41-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

焼却施設
第７章

１

２．右往左往したごみ処理政策

鎌倉市のごみ処理に関しては過去10年間挫折と軌道修正の繰

り返しであった。そもそもバイオマス方式による生ごみ処理

による減量化が否定され、家庭や事業所の自家処理と分別の

徹底により４万トンから１万トンの減量がようやく達成され

た。しかし、残ったごみは焼却処理する方針であった。資源

化がハイコストであることは是認されてきた。（コストの点

からは分別はほどほどにしてストーカ炉のような高性能の炉

で焼却した方がよい。）今回の広域化実施計画は自区内焼却

を否定したものである。しかし実態は自区外処理による焼却

にたよるというCO2削減の環境対策としては何の意味もない

計画である。
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

55 45-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

焼却施設
第７章

１

さらには、焼却施設を鎌倉市が持たない時点で、この案は広

域性を欠いていないでしょうか？

自分達の地域だけを考えるのではなく、大規模災害時のがれ

きの処分等も、なるべく自分たちで処理できる施設が必要で

あり、他県でのがれき等の処分品が出た場合、受け入れの施

設は有するべきです。また、杉並区、横浜市のように、ごみ

焼却施設を利用した温水プール等のスポーツ施設、温湿度環

境を整えた食料品の人工プラント等の前向きな事を、住民説

明に盛り込んでいるのでしょうか？

地域住民を説得する材料は、いくらでもあると考えますの

で、鎌倉市でも高効率のごみ焼却施設を建設すべきです。

さらには、市、町のトップが変わると、この実施計画案は瓦

解する可能性もありますので、今の案は、あまりにも穴があ

り、且つ希望的な数値を基にしての計画と思えますので、再

度、多方面からの意見を聞いた上で再検討をお願い致しま

す。

56 1

ごみ処理

施設整備

の考え方

その他の

施設

第７章

１

逗子市と葉山町との合同で、ごみ処理場が計画されていると

のこと。15年ほど前鎌倉市行政モニターを務めさせていただ

いていた時に、横須賀市の処理場を見学いたしました。最新

の設備で本当に素晴らしい機能を備えていました。そして、

一番印象に残ったのが、リサイクルコーナーが設置され、個

人が持ち込んだ大型ごみで、再理用可能な犬小屋や整理戸棚

などが展示されていたことでした。現在鎌倉市では、処理場

へ持ち込んだ以上は、必ず廃却しなくてはいけないシステム

になっていますが、本人との話し合いで、リサイクルへの活

路をみいだしてもいいのではないでしょうか。そうした品々

が、そこへ足を運んだ他人の目にふれ、再利用され、その分

ごみが減ることになります。かつてリサイクル率日本一だっ

た鎌倉市の威厳をかけて、素晴らしい施設ができることを期

待しています。

57 41-7

ごみ処理

施設整備

の考え方

中継施設
第７章

１

７．中継施設の悪臭問題

最終的には鎌倉市の中継施設で２市１町のごみ積替えを行う

計画である。この際発生する悪臭問題をどうするのか。山崎

地区が焼却施設に反対した理由の一つに下水処理施設の悪臭

問題があった。それを忘れてはいけない。ピットへ移すだけ

の今泉の施設でも悪臭問題はあった。

58 35-5

ごみ処理

施設整備

の考え方

名越ク

リーンセ

ンター

第７章

１

・名越でのごみ集積所も近隣の迷惑を考えると止めるべきで

す。

59 36-1

ごみ処理

施設整備

の考え方

名越ク

リーンセ

ンター

第７章

１

「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施計画（素

案）」についての意見

素案は、以下の点から問題と考える次第である。

（１）逗子市焼却施設稼働停止後に、鎌倉市は、逗子市・葉

山町の可燃ごみを集める中継施設を名越クリーンセンターに

造るとしている。鎌倉市の可燃ごみをここに集積する段取り

である。ここで積み替え、民間施設で自区外処理に回す計画

である。大変な量のごみが持ち込まれることになるが、名越

クリーンセンター周辺の自治会・町内会の了解はまだ得てい

ないと聞く。この合意形成がないまま策定された実施計画

（素案）は、未成熟なものと言える。

60 7-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみ資

源化施設

第７章

１

②今泉C.C.で実施中の事業系ゴミの中継施設でさえ、収集車

の頻繁な往来と撒き散らす悪臭、近隣での大量のゴキブリ、

ネズミの発生被害が出ている。これより更に高度な生ごみ減

量化、資源化をやるとするとその実現に確信が持てるとは簡

単には言えないのではないか。小規模とは言え5Ｔ/日かかる

費用とそこから出る各種問題の解決策は万全か。埼玉県の稼

働中プラントは殆んど過疎地のようなところにあり、今泉

C.C.とは立地条件が全く異なる。
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

61 11

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみ資

源化施設

第７章

１

〇本素案に揚げられているゴミの排出量減量化への取り組み

姿勢やサステナブルな社会実現への方向性に関しては、総論

として異存はありません。しかしながら、理想実現のために

示されている都市間のゴミ処理分担や鎌倉市におけるゴミ処

理施設の整備方針の提案に関しては大きな疑問を感じる。

　具体的にいえば、今泉クリーンセンターに「ごみ減容化施

設」を新設することについて、どの様な方法があり、それそ

れ施設の環境負荷がどのようなものであるか、費用対効果が

どうなるのか等について詳細な比較検討の上（第３次鎌倉市

一般廃棄物基本計画にてなされた筈なのだが無視してい

る！）

①最初にとるべき手法（焼却なのか、バイオか、発酵か等）

を十分検討の上決定→市民の合意

②その施設をどこに設置するかを考える→市民の合意

　の如く２段階を踏むべきであるにもかかわらず、今回の素

案は場所と施設内容を一括し更に今泉クリーンセンター１か

所に限定した経緯は決して民主的とは言えない。

　従って、本素案には反対である。　　以上

62 12

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみ資

源化施設

第７章

１

微生物により生ごみを分解、減容化する案は理解できるが、

どれだけそれを達成できる見通しかの技術的課題ならびにそ

の処理による環境汚染の度合いの見通しについてよく詰めて

いただきたい。

63 13-1

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみ資

源化施設

第７章

１

1：生ごみ資源化処理施設は技術的に未完成であり、藤沢市

での同様な設備が稼働停止となった例もあるので鎌倉市が着

手することに反対します。

2：資源化で堆肥を多量に製造した場合、家庭菜園程度では

使いきれない。余った堆肥を鎌倉市が販売出来るとは思えな

い。長野県の田舎ならともかく。

64 20-２

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみ資

源化施設

第７章

１

(3) 今回の計画は令和１１年までの計画になっていますが、

他の説明会で生ゴミの資源化施設を現名越クリーンセンター

跡地を候補に検討しているとの話があります。おそらくこち

らの交渉も新焼却施設建設時と同様に難航が予想されると思

いますので、深沢地区の開発計画に小規模の生ごみ資源化施

設の建設を盛り込み、状況を観察し、其の結果を添えて名越

クリーンセンター付近の住民の方々との交渉に臨むという考

えはないでしょうか？

65 22-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみ資

源化施設

第７章

１

３　施設を今泉台に建設することに反対します。

・プロセスの選択に当たり、豊橋市方式など複数のバイオ処

理方式を検討した結果なのか？

・施設の設置場所の選定にあたり複数個所を比較検討した結

果、今泉台が最適との結論に至ったのか？

・今泉台に建設した場合、臭気が発生した場合の対策や年間

の気象状況から推定できる地域への影響などのリスク分析を

行ったのか？

以上
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

66 23-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみ資

源化施設

第７章

１

２．本計画によれば、今泉クリーンセンターに生ごみ堆肥化

施設を作るとのことですが、以下の理由により、本施設の整

備には反対します。

　⑴　本施設は、エネルギー回収もできず、二酸化炭素を排

出するものと理解しています。災害時のレジリエンス性に欠

ける施設です。

　⑵　日量２４トンという規模は、他市にも前例がないと聞

きます。もっと小さな施設でも悪臭、害虫の発生が問題視さ

れています。これほど大きい施設を整備し、市内全域の生ご

みをわざわざガソリンを消費して道路事情の悪い今泉に運ぶ

必要があるのでしょうか。市によれば、小さいものを複数作

るのと同じという説明でしたが、それでは、各行政区にひと

つずつ作ってもよいのではないでしょうか。

　次世代に安心して引き継げるヴィジョンのあるごみ施策を

強く求めます。

67 29-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみ資

源化施設

第７章

１

2.ごみ処理広域化実施案の肝である"微生物を利用した新しい

ごみ減容化処理システム"で有害微生物の混入または微生物

の変容による有害微生物の発生拡散に対する対処策、生成有

害気体、有害粉塵、有害物質の拡散防止策、臭気の管理、不

完全分解に対する対策等々に明確に回答が明示されていな

い。減容システムという名前に夢を託し市民をだますことの

ないよう!

68 30-1

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみ資

源化施設

第７章

１

①生ごみ減容化施設に決定した根拠が不明確かつ不適当

全国的に見ても鎌倉のような市街地でこれ程大規模な堆肥化

施設は皆無であり、まだ確立していない技術的課題が多い。

環境負荷の見方がCO2からのみで一面的に過ぎる。焼却施設

との財政面での比較も(建設費・維持管理費込みか?メーカー

ヒアリングはしたのか?)生ごみ減容化施設の具体像が未定な

のに何故できるのか。臭いの問題は解決されていない。

69 31-2

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみ資

源化施設

第７章

１

もっと技術的問題が完全にクリアーできてから考えるべきで

はないでしょうか。一度作ったら再移転はできません。もう

設置が決まったかのような情報ですが、あまり早くアナウン

スすると反対が多くなるとの思惑でしょうか。被害をうける

のはこの地域の住民です。もっとフェアーに対応してほし

い。

70 32-1

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみ資

源化施設

第７章

１

事務方は山崎焼却設備計画が頓挫し苦労を強いられ、ご苦労

様です。応分の負担の必要性は認識します。しかし本提案に

反対です。理由は下記で高齢者ではなく次世代の方々に禍根

を残す提案は不可と判断。

1.山崎焼却設備計画が頓挫して突然、被害を受ける今泉CCで

の生ごみ処理施設を設置する理由は?

3.本提案の減容化施設HDMシステムのメリット、デメリット

をQCDTの視点で焼却方式等と比較評価して詳細を公開して

頂きたい。HDMは未だ小規模設備で1部実験運転した実績の

みで匂い、汚水等の問題、熱回収不十分でSDGsに合致して

いない。将来の大規模施設の成否不明(藤沢市の失敗例あり。

審議会では全国初実現に期待!と言うが市の財政規模で大それ

た事を出来るか?税金の無駄使いに着手するのか?誰が保証す

るのか?)
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

71 18

ごみ処理

施設整備

の考え方

生ごみの

資源化

第７章

１

今回の中心的問題点は、鎌倉市の焼却場老朽化に伴うごみ処

理の対策である。ごみ分別と資源化処理は充分ではないがそ

れなりに機能していて、この延長線で考えればよいが、ゴミ

処理の約半分を占める生ごみの処理が問題である。

　それにもかかわらず生ごみの処理は今回の案では生ごみの

資源化と表記されるだけで、今回焼却場建設を見送るに値す

るだけのメリットが何処にあるのか判然としない。

　特に現在の処理法として記載される（ｐ１３）焼却後資源

化（溶融固化）と今回提案の資源化はどのように異なるの

か、多分堆肥化等が含まれると思うが、生ごみに含まれる水

分の行方とか堆肥になる際のCO２やNOガスの発生、あるい

は堆肥の処分方法等々、そしてこの資源化数量はゴミ処理

トータル数量の資源化量に反映されるのか。

　いずれにしてもこの生ごみの資源化がいかなるものである

かによって焼却場建設との対比が論ぜられるわけで、現状の

情報ではゼロ・ウェイストとかSDGｓとか空念仏を聞かされ

ているような気がする。

生ごみの資源化にテーマを絞って、データによる説明会を開

催してほしい。

注）以上は焼却場推進のための意見ではない。後になってこ

んなはずではなかったと言わないで済むように、衆知を集め

て市の方針の整合性を考えておきたい。

72 36-4

第Ⅱ期

計画の整

備方針

焼却施設
第７章

３

（４）鎌倉市は、新たな焼却施設を造らず、名越クリーンセ

ンター稼働停止後の令和７年度からは、逗子市の環境クリー

ンセンターで焼却するとしている。しかしながら、これは、

前記した事業系ごみがすべて寄居町の民間施設で処理する前

提で可能となる計画である。逗子市の焼却施設の処理能力は

年間２０，０００トンであり、事業系ごみをゼロにしても、

６，８００トンほどオーバーしてしまう計画である。鎌倉市

は、可燃ごみの一部を自区外処理するとしている。実施計画

（素案）は、このようにいくつも越えねばならない課題が山

積しており、それらの問題が解決しない限り頓挫しかねない

あやういプランと言える。不確定な問題を棚上げしたままの

行政計画を、市民として容認するわけにはいかない。（５）

これらの問題を解決するには、鎌倉市が新たな焼却施設を建

設する方法が一番良いと考える。コンパクトな焼却施設を深

沢地域整備事業用地に造り、可燃ごみの処理にあたるべきで

あると考える。

73 25-2

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

可燃ごみ

の処理に

ついて

第７章

６

②逗子市の焼却炉の能力は心配ないとの事ですが、万が一の

場合の民間委託について、具体的手法は計画されています

か。

74 3

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

小人口の市や町単独ではゴミ処理やごみ処理場を維持管理す

るのは、場所設定や経済的にも問題があるでしょう、ですか

ら広域化には賛成しますが個別の市や町に押し付けるのでな

く共同して新しい施設を設けるべきと思います。

鎌倉市には場所が提供できなければ葉山に提供していただき

鎌倉・逗子・葉山で最新のゴミ処理場を設置し共同で運営さ

れることを望みます。

16



件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

75 4

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

逗子市焼却施設停止後について、「２市１町で新たな焼却施

設を建設せず」(素案54頁)とあるが、ごみの全量の削減や全

量の民間や他の地方自治体への委託は簡単ではないと思う。

また、「自分達が出したごみは自分達で処理する」のが気持

ちよく、健全な姿だと思う。

従って、逗子市焼却施設停止後に向けて、鎌倉市が中心と

なって２市１町の焼却施設建設を進めていくのが良いと思

う。例えば、深沢地区において、地球温暖化対策実行計画に

おいても「リーディングプロジェクト」になるような、「ゼ

ロ・ウェイスト＆ネット・ゼロ・エネルギータウン」と呼べ

るような、ごみ焼却・再資源化タウンをつくってはどうだろ

うか。

76 16-4

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

このような計画は環境部だけで解決できる問題ではなく、幅

広く出来る限り関係部署を出席させ意見交換するところが重

要である。

問題提起　将来的に２市１町にごみ焼却施設がなくなり、民

間業者に委託する計画であるが本当にそれでよいのだろう

か。今泉クリーンセンター・名越クリーンセンターの使命終

了後、その他の地域に焼却施設の建設を検討する必要がある

のではないか。民間事業者は倒産の懸念もあり、収益が悪く

なれば値上げ要求もあり、予算計上にも悪影響を及ぼす。再

度検討し他地区に焼却施設を建設する計画はあるのか、ない

のか理由を付して回答願いたい。

77 19

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

住環境への関心が高まる中、ごみ処理施設が周辺住民の反対

で新設できなくなることは鎌倉市に限らず日本中どこの自治

体でも起こりえる事態です。今まで税金の範囲内で賄われて

いたごみ処理費用を住民が相応に負担するというのは全国で

あたりまえになるかもしれません。鎌倉市では焼却施設の新

設が撤回され、生ごみ資源化施設も難しい状況です。焼却ご

みの処理を域内で行わず、逗子市の施設に頼るという計画は

逗子市民の理解がえられないのではないでしょうか。ごみは

域内処理を行うのが原則であり、域内に施設ができないので

あればまずは住民自身でのごみ減量化を進めるべきだと思い

ます。購入費用の補助等による家庭でのコンポスト機の普及

を進めるとともに、ごみ回収袋の単価アップによるごみ減量

化のインセンティブ強化を行うことも必要だと思います。ま

た将来、池子のクリーンセンターも閉鎖になる事態が想定さ

れる中、逗子市での処理を前提として将来構想を組むことに

無理はないのでしょうか。当初から域内での減量化・資源化

とともに環境インパクトを勘案した民間処理業者への委託を

前提に計画する方が現実的であり、市民の理解も得やすいの

ではないかと思います。

78 20-３

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

(4) 回りの人に意見を聞くと、やはり「自前の焼却施設での

処理」を臨む意見が多いので、検討項目に入れて欲しい。
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

79 22-6

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

４　将来、外部民間委託により処理するとありますが、３０

年にわたって安定的に低コストで処理できる民間業者がある

のでしょうか。自治体が民間施設を利用するのは一時的非常

事態の場合との認識です。

５　「ごみゼロ」を実現した自治体は寡聞にして聞いたこと

がありません。ごみ処理実務は、低コストで実現可能な方法

で進めてください。以上

80 32-4

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

5.市内のゴミを他市に押し付けるのも問題で災害時のゴミ処

理は自前で出来るようにすべき。

81 35-1

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

自市で出ししたごみは、自前で処理するのが原則です。市で

無公害、低CO2排出の施設を持つべきです。他の市民に迷惑

を掛けるべきでないからです。

・災害時には、近隣地機もほぼ同時に被災します。近隣地機

が協力するのは結構ですが。頼りには出来ません。

・自区外処理には、費用もかさみ、CO2の排出が多くなりま

す。

82 38-4

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

④    ごみの焼却を民間の施設でやるという案も、市の主体性

を放棄し大規模災害時に機能するのか、台風15，19号の結果

状況が物語っています。

その時、責任を誰が取るのかじっくり考えて下さい。

また、ごみの運搬距離も長くなり、運搬費用も増加すると思

います。だれが負担するのですか。きれい事では済まされま

せん。

83 39-1

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

令和16 年度以降、逗子市の既存焼却施設が老朽化して稼働で

きなくなる事は確実ですが、その後の考え方として、県によ

る「ごみ焼却施設の更なる広域化」が行われれば2市1町の中

に焼却施設を建設しないで済むというストーリーはロジック

がおかしいです。２市１町も神奈川県の一部ですので、更な

る広域化の結果、その(広)域内の焼却施設について２市１町

のいづれかの中に建設することになるパターンが存在するた

め、今から焼却施設の建設を排除する事はできません。(2.計

画策定の背景からも自治体間の協議が難しいことは自明で、

自分の管轄内には焼却施設を建設しないなどと言うわがまま

は通らないつもりでいた方がよい。)

また、最初から民間業者を当てにして自前での調整余地のな

い状態で民間活用と言っても足元を見られます。

「そうはならない」という答えではなく、そうなって(業者に

吹っかけられて)も大丈夫であることを示してください。

84 41-5

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

５．自区外処理の費用

広域化して２市１町のごみの焼却を自区外処理する場合その

コストは自区内と変わらないとのことだがそれは甘い。現在

県内の焼却能力に余裕があるからそのようになっているが、

10年20年経過すると廃止設備が増えて処理能力が低下するか

もしれない。そうなれば足元を見られて値上げされる。勿論

長期契約するのだろうが、経営困難になれば約束は守られな

い。民営の場合コストを回収できなければ廃業せざるをえな

い。（水道民営化見直しの例もある。）
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

85 41-6

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

６．他市を通過して運搬する問題

広域化案では鎌倉市に２市１町の中継施設をつくることに

なっているので、鎌倉市から自区外の焼却場へ運搬するため

他市を通過することになる。例えば大和市にある焼却場であ

れば藤沢市を通過することになる。広域化の仲間である２市

１町内に焼却場がある場合はお互い様でよいが、それとは全

く違う事態である。従来一部のごみを自区外処理してきたが

その際は他市を通過したと思う。この場合に他市の了解を得

たのかどうか不明だが、これは一時的なものだったので許容

の範囲だったのだろう。しかし、自区内処理しないので通過

したいといっても通らないのではないか。

86 41-16

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

16　将来のごみ処理体制（本文54ページ）

第II期終了後は10年後のことなので不確定要素が多いにもか

かわらず将来像がかなり明確に記されている。すなわち、ゼ

ロ・ウエイストを目指して焼却炉は作らない。しかし、ゼ

ロ・ウエイストは10年前からずっと言い続けてきた。そし

て、資源化をすすめ有料化によってようやく燃やすごみは３

万トン以下になった。有料化と同時実施予定だった戸別収集

は挫折した。その原因はコスト無視の制度設計が議会で通ら

なかったことにある。ゼロ・ウエイストという考え方はよし

としても、実行案には経済性なども十分検討してほしい。

以上

87 42

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

　鎌倉・逗子・葉山の圏域のごみ総排出量の約65％は鎌倉の

ものである。鎌倉市に都合の良い広域化の合意ができるか疑

問である。広域化は環境省の環境負荷の少ない社会の実現に

応えるものであるが、この問題の発端は、そもそもが市内で

の焼却施設建設の頓挫に由来している。どのような理屈をつ

けても他市で燃やすことの安定性や費用負担に問題を感じ

る。また、名越も逗子の施設も老朽化している。

　廃棄物処理法により、環境に配慮した最新の施設を自前で

つくることが、市のとる責任義務である。市民生活を支える

ごみ処理を営利企業に委託することは、行政の責任放棄に思

えてならない。家庭系の生ごみの有料化をした上、6,464ト

ン削減するために10年でどのような負担を課すのか。また、

西日本の広域の豪雨や昨年の台風による自然災害を想定した

備えも必要である。将来、ごみが減量化するという見込みに

も疑問が残る。環境負荷の少ない「循環型社会」を形成を期

する鎌倉市だからこそ、他市に先駆けて最新の焼却施設建設

し、将来の広域の化の核となる気概が欲しい。これにより市

民の3Ｒによるゼロ・ウエイストの協力や市政への信頼が高

まるだろう。

88 5-2

２市１町

における

将来のご

み処理体

制につい

て

逗子市焼

却施設停

止後の焼

却処理の

考え方

第７章

６

３．広域化実施計画について

（１）本計画は、平成２７年（２０１５年）４月に新焼却施

設を山崎下水道終末処理場未活用地に決定したが、地域住民

の反対により白紙撤回された経緯と、令和６年度に名越の焼

却施設が停止する事、県によるごみ処理の広域化の指導等に

より策定されたものと理解している。

（２）令和７年度～１６年度は、名越焼却施設跡地に中継施

設を整備し逗子市焼却施設へ運搬する。将来は、燃やすごみ

を全て民間施設への外注する事を構想している。

（３）鎌倉市・逗子市・葉山町に焼却場が全くなくなるの

は、大災害時の対応等に不安が残る。

以上
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

89 25-3
費用負担

の方法

費用負担

の方法

第８章

２

③排出ゴミは自己責任が原則と考えますが、焼却炉を引き受

ける逗子市民に対し「応分の負担」の承諾・納得感は如何で

しょうか。

90 37-4
費用負担

の方法

費用負担

の方法

第８章

２

   - 公平性の原則の観点から費用負担の観点から公平性の確

保が課題としてあげられていますが、ごみ処理のテーマは経

済的な公平だけではなく、社会的な公正の観点が重要になり

ます。ゴミを出す量に応じて各自治体がいくら費用負担する

かではなく、ゴミを出さない努力、ゴミを管理する努力、ゴ

ミを処理する努力をつなげて3自治体で共有し、循環型社会

を実現する取り組みとして考えるべきでしょう。循環型社会

はすべての自治体、国の責任です。もちろん、住民一人一人

も、企業の生産活動も責任を負っています。ゴミ問題は、

“ゴミ処理”の観点に矮小化すると本質を見失います。ゴミ問

題は循環型社会形成と連動して考えねばなりません。つま

り、社会的公正の観点から考えることによって、公平性の原

則が語られるべきでしょう。 以上

91 22-5 その他

２市１町

の合意に

ついて

―

２　平成２８年の２市１町の覚書の中では、「・・焼却処理

は・・鎌倉市の既存施設とこれに代わる現在計画中の新施

設・・・」とあります。「計画中の新施設」が山崎に建設予

定であった施設であるならば、覚書の前提条件が崩れたこと

になるのではないでしょうか。

３　行政間では逗子市の了解を得たとのことですが、逗子市

住民の反対は想定しているのでしょうか。他市の住民反対で

頓挫する可能性のあるごみ処理計画では安心できません。

92 38-1 その他

２市１町

の合意に

ついて

―

①    素案を拝見し幻滅しました。

ごみの削減、資源化について方向性は分かるが現実に出来る

のか、その為に市民負担がどれだけ増加するのか分かりませ

ん。

ごみ処理、特に焼却場に関する歴史を振り返っていないと思

います。

３市町で、三浦半島まで含めて、県全体で広域処理施設を作

るという案があったと聞いていますが、ことごとく頓挫しま

した。

問題は、主に地元住民の反対です。従って政治的判断の必須

だと思います。

素案にあるように、人口やごみの排出量が「3分の2」の鎌倉

市のごみを「3分の1」逗子市が受け入れてくれるのか、大い

に疑問です。

先日の商工会議所での公聴会でも、逗子市の住人の方が逗子

市の様子を述べられていましたが、素案の実現性は現実的と

は思えません。

市長は山崎の焼却場設置を諦めましたと発表しましたが、言

葉はどうであれ、焼却場の設置を選挙公約に揚げ当選したの

だから辞任すべきです。
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

93 39-3 その他

２市１町

の合意に

ついて

―

そして、全体として逗子市にとっては自身の焼却炉の寿命を

縮めるデメリットの方が大きそうな施策で、不思議な行政間

の合意内容です。

実施計画（素案）の説明会(令和元年12月21日)の「説明会の

議事録（概要）」に下記の記載がありました。

「市　行政間では理事者も含めて、合意ができています。今

後、２市１町全てでパブリックコメントを実施し、逗子市の

皆様にも理解をいただきながら計画の策定を行い、２市１町

で具体的にごみ減量・資源化を進め、この計画を実現してい

きたいと考えています。」

「行政間では理事者も含めて、合意」があろうと、肝心の市

民の意見は、まだパブコメすら行っていない。「逗子市の皆

様にも理解をいただきながら」とパブコメは市民の意見/市

民の意向を聞く為ではなく、市民に理解いただくためのプロ

セスであると思っているという事がよくわかります。市政は

誰のものなのか。市民としては順番を逆(市民の意向を実現す

るために行政間の合意を得る)にしていただきたいです。

94 41-4 その他

２市１町

の合意に

ついて

―

４．１市でも未解決な問題を２市１町で解決できるのか

今回の広域化実施計画は行政機関の間では合意できているそ

うだが、それぞれの議会で承認されるのか。各市民・町民の

賛成が得られるのか。特に第II期においては鎌倉市のごみを

逗子市で焼却する計画である。全量は無理なのでこの段階で

自区外処理を併用するが、それだからといって、逗子市議会

なり市民なりが他市のごみの焼却を認めるだろうか。同じ市

内の山崎に焼却炉をつくることさえできなかったのである。

他市のごみ焼却が認められるとは甘い。今はやりの取引

（ディール）が成立するにはギブアンドテイクが前提であ

る。それは何か心配である。

95 22-3 その他

鎌倉市の

経費試算

方法

―

　素案の中では、３０年間のごみ処理コストがごみ焼却施設

を「設置した場合で２９０億円」「設置しない場合で２２０

億円」とありますが、前提条件が不明なため反対も賛成もで

きません。試算にあたって以下のようなケースは検討したの

でしょうか？

１　山崎に建設した場合、汚泥混焼により既存の汚泥焼却炉

が不要になり発電電力は下水処理場に供給できる。

２　現在、他県にまで輸送して堆肥化している剪定枝を横浜

市のように焼却処理すれば、バイオマス発電として売電収入

が得られる。

３　容器包装プラスチックの不適物や製品プラを焼却処理す

れば、リサイクルコストの低減ができる。

４　生ごみの処理にあたって、エネルギー回収型の焼却施設

で処理した場合と分別して堆肥化した場合のコスト比較。

５　平成２７年に始まったごみ袋の有料化は、「新焼却施設

の基金に充当する」として実施したはずです。年間収入２．

８億円（経費込）はこの試算ではどのような扱いになってい

ますか？

以上
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

本計画と表裏一体をなす鎌倉市ごみ処理基本計画について審

議会答申を受けてから市民に諮るべき

理由：

１．本計画評価のポイント

2019年11月付で鎌倉市・逗子市・葉山町が策定した標記計画

を読んだ結果、評価のポイントは以下の３点であると考えま

す。

・ポイント１：広域化のパートナーである逗子市および葉山

町が本計画に賛同し、将来的にも添い遂げてくれるのか

・ポイント２：２市１町の市民および議会が賛成するのか

・ポイント３：計画を実行するために必須である鎌倉市の減

量資源化計画は、技術・コスト・信頼性などの点で十分に検

討されたものなのか

２．現時点での評価

上に挙げた３つのポイントのうち、一番目については市長、

所管部および担当職員の努力によって、行政間では一定の合

意形成が為されたと理解する。

二番目のポイントについては、現在２市一町で同時並行して

パブリックコメントを求めているとのことだが、現在までの

説明や資料だけで一般市民が計画内容を理解し評価できると

は思えない。

三番目のポイントについては、2018年6月1日から今年1月24

日までの間に各数回開催された鎌倉市廃棄物減量化及び資源

化推進審議会（減量審）と、鎌倉市生活環境整備審議会（生

環審）の中で、特に家庭系生ごみの全量を市内で堆肥化する

計画については多くの資料を使った説明があり、委員からの

質疑もなされた。

したがって通常であれば、少なくとも生ごみの堆肥化と域内

消費については技術面とコスト面などが相当詰まっていなけ

ればならないはずだが、１０回近い両審議会の全部を傍聴し

た筆者の心証では市の担当者と審議委員の先生方との対話が

十分にかみ合っていなかったとの感を禁じ得ない。

一例を挙げると、今年1月23日の生環審で審議委員と市担当

者の間で以下の応答があった。

委員：鎌倉市では年間11千ﾄﾝの植木剪定材を外部委託して堆

肥化し、堆肥の一部を受け取って無料で市民に消費して貰っ

ているが、年間何ﾄﾝが市内で消費されているか。

市：凡そ900ﾄﾝの堆肥が市内で消費されている。

委員：広域計画で年間凡そ6千500ﾄﾝの生ごみを堆肥化する

が、発生する堆肥の量は何ﾄﾝか。

市：90%以上の減容率なので600ﾄﾝ以下だ。

委員：もっと確実に物質を分解する焼却の場合でも、焼却残

渣が10%程度残る。発酵分解で残渣が10%以下という話は信

じられない。

市：・・・・・（回答なし）

堆肥発生量に関する質問は、2018年6月の生環審でも提起さ

れていたので、後日市から審議会に対してきちんとした物質

収支が示されていたと思っていたが、そうではなかったよう

だ。

因みに2018年8月20日生環審では、資料1-7としてHDM菌を

使った久喜宮代の実証プラントに於ける１年間の物質収支計

算が示された表があり、１年間に投入された生ごみ量と生成

した堆肥の物質収支が以下のように示されている。

投入生ごみ量：613.75ﾄﾝwet basis （含水率80%、水分量491

ﾄﾝ、乾分量122.75ﾄﾝ）

生成堆肥量：  44.32ﾄﾝwet basis （含水率17%、水分量7.53ﾄ

ﾝ、乾分量 36.79ﾄﾝ）

上の数字が正しいとすれば、市の説明は、17%の水分しか含

まない堆肥の含水重量を、80%の水を含む生ごみの含水重量

で割って減量率を計算し、その数字を以て90％以上減量する

ので65百トンの生ごみを処理しても出てくる堆肥は600ﾄﾝに

も満たないと言っていることになる。

96 21-1 計画全般 計画全般 ―
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

もう一点だけ今度はコスト試算について筆者が疑問に感じた

ことを指摘しておきます。

説明会などにおける市の説明によれば、可燃ごみの全量を市

内に建設する焼却炉で焼却処理する場合（ケース1-1）と、

最大限の資源化を行ったうえで残った雑芥だけを広域化スキ

ムで域外焼却する場合（ケース2-1）について、施設建設費

と30年間の維持管理費等を合計した数字は以下になるとのこ

とです。（括弧内の内訳数字は、昨年4月開催生環審および5

月開催減量審資料に依る）

ケース1-1：292億円（建設と改修150、維持管理135、溶融

固化49、交付金▲42）

ケース2-1：221.5億円（建設と改修45、維持管理67、焼却委

託125、交付金＋歳入▲16）

ところが市の説明や資料の中では、年間2万ﾄﾝも排出される

家庭系可燃ごみについて、現在は「燃えるごみ」として一括

収集しているのを、どうやって「生ごみ」「オムツ」「雑

芥」に分けて分別収集するのか、またそのときのコストがど

のくらいかについての説明がない。

恐らく生ごみとオムツだけは戸別収集しないとこの資源化ス

キムは機能しないと考えるが、生ごみとオムツを別々に戸別

収集するコストを加えても上記試算結果となり、「広域化は

域内焼却より70億円もお得です」との市説明どおりになるの

かについて市民への情報開示と説明が必要であろう。

数年前、4千世帯を超す住民を対象に数億の費用をかけて社

会実験をおこなった挙句に廃案となった戸別収集について、

当初の市説明では「全市実施のコストは7千万円」であっ

た。しかしながらこの数字は、市が4～5億円と積算していた

収集コストから有料化で市民が払う3億円などを控除して出

したことが判り、市民は市に対して強い不信感を持った。更

に加えて議会での質疑の中で、収集コストの業者見積りが8

～10億円と判って議員さんたちにも不信感を与えたと記憶す

る。

かかる金はかかるのだし、資源化も広域化も地球が破産しか

かっている中で避けて通れない道なので、市はもっと

Visibility（透明性）とAccountability（適当な日本語訳がな

いが「説明責任」が一番近い）を持って、市民に接したらど

うであろうか。

97 21-2 その他

鎌倉市の

経費試算

方法

―

本計画と表裏一体をなす鎌倉市ごみ処理基本計画について審

議会答申を受けてから市民に諮るべき

理由：

１．本計画評価のポイント

2019年11月付で鎌倉市・逗子市・葉山町が策定した標記計画

を読んだ結果、評価のポイントは以下の３点であると考えま

す。

・ポイント１：広域化のパートナーである逗子市および葉山

町が本計画に賛同し、将来的にも添い遂げてくれるのか

・ポイント２：２市１町の市民および議会が賛成するのか

・ポイント３：計画を実行するために必須である鎌倉市の減

量資源化計画は、技術・コスト・信頼性などの点で十分に検

討されたものなのか

２．現時点での評価

上に挙げた３つのポイントのうち、一番目については市長、

所管部および担当職員の努力によって、行政間では一定の合

意形成が為されたと理解する。

二番目のポイントについては、現在２市一町で同時並行して

パブリックコメントを求めているとのことだが、現在までの

説明や資料だけで一般市民が計画内容を理解し評価できると

は思えない。

三番目のポイントについては、2018年6月1日から今年1月24

日までの間に各数回開催された鎌倉市廃棄物減量化及び資源

化推進審議会（減量審）と、鎌倉市生活環境整備審議会（生

環審）の中で、特に家庭系生ごみの全量を市内で堆肥化する

計画については多くの資料を使った説明があり、委員からの

質疑もなされた。

したがって通常であれば、少なくとも生ごみの堆肥化と域内

消費については技術面とコスト面などが相当詰まっていなけ

ればならないはずだが、１０回近い両審議会の全部を傍聴し

た筆者の心証では市の担当者と審議委員の先生方との対話が

十分にかみ合っていなかったとの感を禁じ得ない。

一例を挙げると、今年1月23日の生環審で審議委員と市担当

者の間で以下の応答があった。

委員：鎌倉市では年間11千ﾄﾝの植木剪定材を外部委託して堆

肥化し、堆肥の一部を受け取って無料で市民に消費して貰っ

ているが、年間何ﾄﾝが市内で消費されているか。

市：凡そ900ﾄﾝの堆肥が市内で消費されている。

委員：広域計画で年間凡そ6千500ﾄﾝの生ごみを堆肥化する

が、発生する堆肥の量は何ﾄﾝか。

市：90%以上の減容率なので600ﾄﾝ以下だ。

委員：もっと確実に物質を分解する焼却の場合でも、焼却残

渣が10%程度残る。発酵分解で残渣が10%以下という話は信

じられない。

市：・・・・・（回答なし）

堆肥発生量に関する質問は、2018年6月の生環審でも提起さ

れていたので、後日市から審議会に対してきちんとした物質

収支が示されていたと思っていたが、そうではなかったよう

だ。

因みに2018年8月20日生環審では、資料1-7としてHDM菌を

使った久喜宮代の実証プラントに於ける１年間の物質収支計

算が示された表があり、１年間に投入された生ごみ量と生成

した堆肥の物質収支が以下のように示されている。

投入生ごみ量：613.75ﾄﾝwet basis （含水率80%、水分量491

ﾄﾝ、乾分量122.75ﾄﾝ）

生成堆肥量：  44.32ﾄﾝwet basis （含水率17%、水分量7.53ﾄ

ﾝ、乾分量 36.79ﾄﾝ）

上の数字が正しいとすれば、市の説明は、17%の水分しか含

まない堆肥の含水重量を、80%の水を含む生ごみの含水重量

で割って減量率を計算し、その数字を以て90％以上減量する

ので65百トンの生ごみを処理しても出てくる堆肥は600ﾄﾝに

も満たないと言っていることになる。

96 21-1 計画全般 計画全般 ―
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件数 番　号 大分類 小分類 実施計画 意　　　見 回　　　答

98 15 その他
鎌倉市の

方針
―

■毎回、パブコメ、パブコメで何の問題もこれだけで市民の

意見を聞いたことになるのでしょうか。

■11年前「生ごみメタン発酵施設」を中止したことの責任は

大きいと思います。逗子で鎌倉の燃やすゴミ3万トンを受け

入れ続けることは大変なことだと思います。名越と同規模の

施設に鎌倉市の可燃ゴミを運び、市は中継施設を作る。その

候補地として名越クリーンセンターが上がっているが、地元

住民との協議はこれからだという。

■ゼロ・ウエイスト・廃棄物の3Ｒの推進を図ることは大切

だと思うが、この素案を読む限りでは、ゴミ問題の解決に明

るい「きざし」はみつけれない。

99 16-3 その他
鎌倉市の

方針
―

2020年10月から今泉クリーンセンターで生ごみ資源化施設を

稼働させ、2027年から施設を拡大し、市全体の生ごみを対象

にして処理する考えのようであるが、どうしたらこのような

考え方が出てきたのか理解に苦しむ、鎌倉駅周辺地区や遠方

地区の事業用ごみを一番遠方にある「今泉クリーンセン

ター」に運び、中間据え置きし、また焼却場へ運搬するのは

非効率である。このように皆が毛嫌いする問題は鎌倉市全地

区が平等に案分し計画することが相当と考える。今後のごみ

の減量試算案も甘い、市が試算しているような減量は厳し

い。現状でも毎日未処理分が堆積しており、匂い・虫の発生

があり我慢できない。今後どう対応するのか回答願いたい。

100 21-3 その他
鎌倉市の

方針
―

平成の大合併にもH9年ころの広域化にも背を向けて鎖国を続

けてきた鎌倉市が、今回事案を機に近隣市と共創できる体質

に替わるのであれば非常に良いことと思う。この機会に市の

体制も「縦割り」をやめ、本件には所管の環境部だけでなく

関連部署人材や外部人材を含めた臨時職制（タスクフォース

型組織）で対応するのは如何であろうか。「災いを転じて福

となす」英知を期待したい。

以上

101 35-6 その他
鎌倉市の

方針
―

・焼却場を山崎に決めた時点での問題があります。単に反対

があったから止めるという姿勢は無責任だし、それまでの検

討に対する努力を無にするものだし、反省を通して次の施策

に反映させるべきです。市長の姿勢はダメなら次はこれだと

いう思いつき行政です。ですから根本的な解決が何らかいけ

てしません。

102 38-3 その他
鎌倉市の

方針
―

③    「これぞ鎌倉」という案と「多少の反対は押し切る政治

決断」を出来ないのか、それが素案を読んだ感想です。

⑤    素案を変えられなければ、市長を変えるべきです。

以上

103 41-1 その他
鎌倉市の

方針
―

１．ごみ処理基本計画との関係

この広域化実施計画は２市１町の行政機関による協議の結果

をまとめたものと承知しているが鎌倉市のごみ処理基本計画

との関係について市民に説明が必要である。基本計画では市

内にごみ焼却施設をつくって処理することになっており減量

審なり生環審なりもその路線で議論してきた。今後、この広

域化実施計画を行政計画として推進するのであれば各審議機

関に諮問するべきと考える。
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104 41-3 その他
鎌倉市の

方針
―

３．広域化と焼却の自区外処理に関する素朴な疑問

国が広域化を推進している理由は小型の焼却炉を多数つくる

より一定量を確保して大型の焼却炉を用いて十分なダイオキ

シン対策をしつつ、エネルギー回収をはかる。そのためには

近隣市町村をまとめて処理することになる。これは自区外処

理を推進することと同義ではない。そもそも自区外処理する

のであれば広域化の必要はない。本来は自区内処理をしなけ

ればならないが、広域化すれば自区外処理ができるという抜

け道的なロジックなのではないか。確かに逗子市や葉山町の

場合は日量100トン未満となり自区内処理が困難かもしれな

いが、鎌倉市の規模では議論になったことは一度もない。山

崎焼却場建設計画が挫折したので広域化に飛びついたとしか

思えない。これも過去10年間の右往左往の延長上にある。

105 43 その他
鎌倉市の

方針
―

市内での新しい焼却施設が出来るものだとばかり思ってい

た。市長選の時は公約で言うべきだったと思う。(市長は他に

も公約を守っていない。途中で投げ出しの案件が多いように

思う。)ゼロ・ウェイスト(ｗａｓｔｅ？)日頃なじみのない言

葉、日本語で分かりやすく言ってほしい。国が目指している

のは分かるが、鎌倉市は身近な問題を先に解決して将来的に

目指せば良い。市民はもう十分すぎるほど分別に協力してい

る。これ以上厳しくしないで欲しい。ゴミ袋もバラ売りして

下さい。県の区割が過去にあったとしても、広域化のゴミ処

理と聞いて、横浜市や藤沢市と組むのか、と思った。鎌倉は

ただでさえ飲食店や観光客のゴミが多いのに、逗子や葉山に

乗っかってしまうのか。逗子市民は嫌がっている。ゴミ処理

広域化、ゼロ・ウェイスト等、美辞麗句を並べ立てて現実が

ついて行かない。せめて鎌倉が逗子葉山の分のゴミまで処理

してあげられれば理想的。ゴミを減らすには観光客・飲食店

の規制必要。この計画(処理広域化)でさえ、市民には周知さ

れていない。→山崎の件、ゴミ焼却施設中止は、失礼なが

ら、若い松尾市長なら簡単に断れると地元住民が考えたから

ではないかと思う。交渉次第では前進したかもしれない。オ

ムツ資源化は進めて下さい。

106 46 その他
鎌倉市の

方針
―

過去にも四市一町のごみ広域化計画がありました。しかし実

現しませんでした。鎌倉市民は燃やすごみを半減するために

長いこと、市の様々な施策に協力して、ついに半減の域に達

しました。分別してリサイクルするやり方ですから費用もか

かっています。一部有料にはなりましたが…

今回の二市一町の計画の内容を聞いて驚きです。市長が以前

決定されていた生ごみ処理施設の計画を“市民に負担をかけ

る”と建設を取り止めました。それが再び生ごみ処理施設を

地元の合意なく計画され、又紙おむつの資源化新設の話も計

画され、それが確保された上での二市一町案です。

こんな他人頼みの計画を市民に発表するのは間違いです。市

民は更に生ごみの分別を強いられます。この事はこの案の中

で穏され公表されていません。不確実なことばかりの案で

す。絶対に認めるわけにはいきません。見直しを求めます。
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107 49 その他
鎌倉市の

方針
―

市内にゴミ焼却施設を作らない、というのは無理だと思いま

す。そもそも有料化にして積み立てていた基金は施設を作る

ためではなかったのでしょうか。生ごみだけを又分別して、

微生物によって90％まで失くすことも可能とは思えません。

　逗子の焼却施設で鎌倉のごみを燃やしてもらうことは、行

政間で合意ができても、逗子市民の賛成が得られるとは考え

られません。

　災害時のごみ処理を民間に依頼するというのも、非常に不

安です。

　今回の計画はとても納得できるものではありません。

108 39-2 その他
環境負荷

について
―

また、自区域内に焼却施設を建設しないということは、毎日

発生するゴミを他の区域に運ぶ、つまり長い距離を搬送する

事に他なりませんので、環境への負荷がより高く、鎌倉市議

会　気候非常事態宣言

(https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/gikai/documents

/gikaigian0905.pdf)

で宣言している「2. 温室効果ガスのゼロエミッションを達成

することを目標とする。」に対しても趣旨から背中を向けて

いる方法ではないでしょうか。

同様に、SDGs Goal 13「気候変動及びその影響を軽減する

ための緊急対策を講じる」に対しても逆行する手段を選択し

ている事になります。逆に、域内に焼却施設を建設すること

は、SDGs Goal 12「持続可能な生産消費形態を確保する」

に反する事ではありません。

生ごみの資源化で鶴見区の民間業者の話が記載されています

が、鎌倉-鶴見間をトラックが往復するという状態は馬鹿げ

ています。ごみの輸送時に出るCo2に対して、本案と上記議

会宣言、およびSDGs Goal 13への整合性について市の考え

を示していただきたいです。

109 35-9 計画全般 計画全般 ―
・気候危機の募る中、慎重かつ将来的展望を良く考えた上

で、思いつきでないごみ処理計画を望みます。

110 36-5 計画全般 計画全般 ―

（６）実施計画（素案）は、人口で３倍も多い鎌倉が、逗子

市に可燃ごみの焼却を令和７年度から依頼する形になってお

り、逗子市の市民の合意形式が得られるか懸念されるもので

ある。ごみの総排出量で見ても、鎌倉市は６６、５％で、逗

子市の２０、７％の３倍をしめている。鎌倉市のごみを逗子

市で引き受けてもらう計画は、これらの数値からも無理があ

ることがわかる。市民合意が得られるか不確定な状態で策定

された実施計画（素案）は無効と考える。

以上述べたように、実施計画（素案）は、不確定な問題をい

くつも棚上げしたまま策定されており、未完成の行政文書と

言わざるをえない。市民として、広域化計画に反対する次第

である。
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　全体を読ませていただきましたが、ごみ処理について、鎌

倉市は展望を持っているのだろうか、住民として、ひどい不

安に駆られました。

　根本的に、ごみ処理行政は、今すぐ見直しが必要です。

１）こんなごみ処理行政で、これからますますひどくなる地

球温暖化、気候変動で鎌倉は住民生活を守っていけるので

しょうか。

昨今の様々な種類の災害で、地方公共団体としての困難の最

後に残るのは、災害ごみの処理です。

25年前、私は公立学校教員として阪神淡路大震災の渦中にい

ました。大都市災害でしたが、関西電力の電気回復は最も早

く、ガスは東京ガスの技術援助で回復、飲料水は高知県の給

水車でetc.ごみ処理は、隣接する大阪市のごみ収集車が連日

運び出してくれました。

　さて、鎌倉市には、そこまでの企画性、展望は、とても感

じられません。

逗子CCの稼働可能期間は概ね2034年までで、以降は2市1町

の圏内に焼却施設はなくなり、可燃ごみは自区外処理・資源

化となります。中継施設は鎌倉市が市内に整備し、中継施設

のあり方も将来的に大きな問題になることでしょう。

　また、鎌倉市内は言うに及ばず、将来的には2市1町内にも

焼却施設がなくなります。

災害発生時の災害ごみの処理など考えられない貧困な計画で

す。

２）覚書から3年半、「ごみ処理広域化実施計画（素案）」

が公表されました。鎌倉市は、2016年5月に逗子市・葉山町

と「ごみ処理広域化検討協議会」を設置、同年7月に覚書締

結し、連携して効果的・効率的にごみ処理に取組む「ごみ処

理広域化実施計画」を進めてきました。

この間、鎌倉市は、行政計画に位置付けた山崎浄化センター

未利用地での新焼却施設建設を進める事はできませんでし

た。

３）2019年3月末、新焼却施設を建設せずに広域連携と資源

化の推進で、ごみ処理を行う「将来のごみ処理体制について

の方針」を発表しました。それまで検討を重ねてきた「ごみ

処理広域化実施計画」は、どうなったのでしょうか。名越ク

リーンセンター稼働が停止する2025年度以降は、逗子の焼却

可能量、稼働可能期間は、2市１町圏域内の資源化施設・中

継施設等の配置は、どうなるのですか。

４）

ごみ処理広域化実施計画の問題点は、市民にまだよくわかり

ません。

行政計画に位置付けた山崎浄化センター未利用地での新焼却

施設建設を進められませんでした。

 市民は、あまりにも市政でのごみ問題が、市内で解決でき

ず、広域連携ありきと進む姿に、大きな不安を感じていま

す。

111 40 計画全般 計画全般 ―
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113 32-2 その他

実施計画

概要版に

ついて

―

2.概要版に最大課題の上記記載無し、近隣住民への事前説明

せず、得意の寝た子を起さない方針か?

114 41-9 その他

実施計画

概要版に

ついて

―

９．概要版

概要版には仮称第III期に関する図示（本文の図7.4 逗子市焼

却施設稼働停止後の概念図）がない。文章としては４ページ

の第６項にあるが不親切である。

112 47 計画全般 計画全般 ―

ごみ処理広域化実施計画(素案)では、鎌倉市のごみ処理に関

して名越の焼却施設停止後(2025年度から2029年度)、焼却ご

みは逗子の焼却施設に持ち込むとしている。

しかし、そのまま持ち込んだのでは、逗子の焼却施設の能力

20,000ｔ/年を超えるので、減量化を必要とする。具体には

生ごみを除いた焼却ごみ10,000t/年にすることが前提とな

る。そのためには、鎌倉市は生ごみ資源化施設を建設し稼働

させる必要があり、その稼働は2028年度としている。一方逗

子の焼却施設は概ね10年後、2035年に活動停止するという。

鎌倉の生ごみ資源化施設の拡大整備がスケジュール通りに実

現したとしても逗子市へのごみ持ち込みは7年でしかない。

いま、鎌倉市は今泉で生ごみの資源化の実証実験プラントを

設置しようとしているが、地元の反対でそのめどは、立って

いないと聞く。まして、生ごみ資源化施設の拡大整備など施

設完成稼働はいつになるか全くわからない。おそらく逗子の

焼却施設の活動停止までには間に合わない可能性が非常に高

い。つまり広域化の意味がない。逗子の焼却施設の活動停止

（2035年度）の後、鎌倉、逗子、葉山では新しい焼却施設を

建設せずにゼロ・ウエイストを目指すとしている。これはあ

るべき努力目標であり実施計画ではどこまでが実現可能か検

討し対応策を打ち立てる必要がある。そのような対応案を提

示しきれない、「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実

施計画（素案）」は広域化実施計画というに、値する計画な

のだろうか。鎌倉市は、先に「将来のごみ処理体制について

の方針」の中で新ごみ焼却施設を作らない理由として、ごみ

の減量と広域連携を挙げている。広域連携については「平成

37年度以降、排出された可燃ごみは、2市1町の協議により合

意できれば、広域連携において逗子市の現焼却施設で焼却処

理するか、または、広域連携が出来ない場合は、民間事業者

により適正に処理（資源化及び焼却）を行う」としている。

今回の広域化実施計画をつぶさにみると、鎌倉市は新焼却施

設計画を白紙に戻してはいけなかったのではないかと思わざ

るを得ない。鎌倉市は新焼却施設をつくり、逗子か葉山が生

ごみ資源化施設を作る。これが「鎌倉市・逗子市・葉山町ご

み処理広域化実施計画（素案）」の、唯一実現可能な意味の

ある広域化実施計画になったはずである。

鎌倉市は、「広域連携が出来ない場合は、民間事業者により

適正に処理(資源化及び焼却)を行う」というが、その場合、

自分たちのごみが、どこか他の地域で迷惑をかけているので

はないか、その施設が排出基準を十分に満足させているの

か、気になる。自分たちが出したごみは、自地域で処理する

のが原則である。だからごみの減量化が切実な問題となる。

廃棄物処理は自治体に課せられた重要な責務の一つである。

民間事業者に任せることは、自治体に課せられた責務の放棄

に近いと考えざるを得ない。
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115 10 その他
市民への

周知
―

今泉台地区の方は過去今泉クリーンセンターがある事で、い

ろいろいやな思いをしております。

その思いがあるだけにごみ問題には反射的に反対される方が

多いです。その分本当に必要であれば、時間をかけ真摯に話

合うべきでしょうが、町内会の取り回しの問題等あり、結果

的に住民にはほとんど知らされないで来ています。今現在で

もおそらく半数以上の方が事実を知らないと思います。市役

所移転問題やごみ問題など住民への説明が不足しているケー

スが多いと感じています。市政に対して不信感を招き、いろ

いろな事に停滞を招くと思います。

またごみ問題を本当に解決するつもりであれば、時間をかけ

て説明すれば、多くに住民はゼロウエイストの方向に進むと

思います。逗子市はそうした方向に進んでいると聞いていま

す。

ごみ処理場の設置場所に問題を矮小化しないで、そもそもご

み問題の本質は何なのか鎌倉市と市民がよく考える方向にな

らないものでしょうか？現状では鎌倉市も市民も議論が浅く

ＳＤＧｓ未来都市として失格と思います。

116 20-1 その他
市民への

周知
―

(1) 広域のごみ処理計画の進捗内容も重要だと思いますが、

ごみの減量計画のベースとなっている生ごみや紙おむつ等の

各種資源化技術の進展状況および技術的な問題点に関する情

報も同じくらい重要な要素になっていると思いますので、別

の資料でも良いので、各種資源化技術の状況も併せて公表し

て欲しい。

(2) 山崎での新ごみ焼却施設の建設に関して、計画の開始時

は市内各所で市民向けの説明会を実施していたが、計画が頓

挫しかけると、計画の進捗状況や山崎地区の住民との対話内

容等も公開量が少なくなり、いつの間にか新ごみ焼却施設は

作らないという方針に変更になった。今回の計画に関して

は、良くも悪くも、計画の状況(広域処理の進展状況、各種資

源化技術の状況)について、定期的(年１回か２回)な市民向け

説明会を希望します。

117 25-6 その他
市民への

周知
―

提案事項

①排出ごみの処理は自己責任が原則と思いますが、産業構造

の変化や都市形成から集中処理に変貌したものと思います。

今まではこうするしかなかったとして、その効果と副作用や

問題点を再認識し今後に繋ぐ事が重要と思います。10年のみ

ならずもっと先の時代に残せるものとして構築させたいもの

です。それには市民の協力が絶対と考えます。現状発生して

いる問題や対策に対し、もっと多くの市民が認識でき、また

対策行動がとれるよう、強力な広報活動を提案させて頂きま

す。
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118 44-2 その他
市民への

周知
―

◦今回のパブリックコメントにあたり、素案を拝見致しまし

たが、内容について少し勉強が必要と感じました。一般市民

目線に落としこまれた資料の提示、又、広域化現実へむけて

の他市他町との経緯との公開なども含めて、結論だけではな

く、経緯も含めた情報提示の仕組みはナゼ確立されないので

しょうか？市内のゴミ処理は市内市民全員に関わる事ですの

で、末端の方達も巻きこんだ行政の在り方を望みます。その

為に必要な事はどのような事でしょうか。足りないものは何

でしょう。市民で補填できる事が在れば喜んでお手伝いに伺

います。

◦基本的な質問で申し訳在りません。今回の素案(広域処理の

実施)は、確実な決定項目なのでしょうか？正直な感覚です

と、現段階では、市民方多数の賛同が在るとは感じられませ

ん。人口減少に伴う国家通達による土台があるのはわかりま

すが、あまりにも強引な決定である様にさへ感じます。今回

のパブコメ以外にも広く市民に情報提供、開示する場をご準

備願います。

119 41-8 その他

リスク管

理につい

て

―

８．代替案のない案の提示はやめよう

過去10年間のごみ問題は失敗の連続だった。その一つの原因

は代替案のないことにあった。至近な例では山崎に焼却場が

つくれなくなったとき、何故第２番目の候補地を再検討しな

かったのか。一挙に自区内処理を放棄したということは、２

番目の候補地は全く条件を満足しない場所だったということ

ではないか。こんなことでは何のために複数案を検討したの

かわからない。そのような計画検討は無駄である。一方、今

回の２市１町広域化計画では２番目の代替案すらない。提示

案がベストです。他にはありません。本当ですか。こういう

手法はやめましょう。
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